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事　　　　　 項 計　 画　　 の　　 概　 要 適 ・　　　　　 捗　　　　　　 状　　　　　　 況

④市街地の整備や．リゾート開発等の推進、

○　 道路法及び駐車場法の改正 （3．11．1施行）
・駐車場の整備を総合的かつ計画的に推進するとともに、安全かつ円滑な
道路交通の確保を図る観点から、道路管理者が駐車場を整備’・管理する
制度の創設、都市計画において定める駐車場整備地区由対象区域の拡
大、市町村による駐車場整備計画の策定、駐車施設の附直を義務付ける
建築物の範囲の拡大等の施策甲実施。

○　 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別摺 ・
置法の制定 （元．9．27 施行）
（．1 ．．1∴（1）③参照）

○　 国土利用計画法の改正 （2．3．20施行）
・農林水車基盤の整備

．ヽ－

（L l．（1① 参照）

○　 都市計画法及び建築基準法の改正 （2．11．20 施行）
（I． 1．（lX9 参照）

ヽ○　 遊休土地転換利用促進地区にかかる遊休土地特別保有税の創設 （平成 3
年度税制改正）
（工． 1．（1）⑤参照）

l
○　 総合保養地域整備法 （リゾー ト法）に基づく基本構想の承認

（Ⅱ． 2 ．（2）④参照）＿
○　 土地改良法等の改正 （3．5．2 公布）

（Ⅱ． 1．（2）④参照）

○　 林政審議会答申 r今後の林政の展開方向と国有林野事業の経営改善」
（2．12．17 ）
（Ⅱ． 1．12）⑦参照）

○　 森林法等の改正 （3．7．25施行）．全国森林計画の閣議決定 （3．8．9 ）

（Ⅲ． 1．（21⑦参照）
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甲　　 －・項 ・ 計　 画　　 の　　 概　 要 進　　　　　　 捗　　　　　　 状・　　　　　 況

（2）整備方埠に関する課題

．⑤新しい発展基盤の整備

①N T T 株式売却収入の有効活用

l

○　 国有林野事業経営改善大綱の閣議了解 （2．12．18 ）、国有林野事業改善
特別措置法の改正 （3．5．17施行）、国有林野事業の改善に関する計画の黄
定 （3．7．5 ）
（Ⅱ． 1 ．（2）⑦参照）

○　 森林の虎健機能の増進に関する特別措置法の制定 （2．5．1 施行）

（Ⅱ．．1．（2）⑦参照）

○　 電気通信基盤充実臨時措置法の制定 （3．6．1 施行）
（Ⅱ－2 ．（lK診参照）

○　 民間都市開発の推進に関する特別措置法の改正 （元．6．28 ．施行）
N T T 株式の売却収入を活用して民間都市開発推進繊構が行う無利子貸

付の対象事業に、第 3 セクターが都市計画区域外の区域において行う河川
尊め公共の用に供する施設を整備する事業を追加。　　 ／

○　 日本鉄道建設公団法及び新幹線鉄道保有機構法の改正 （元．6．28 施行）
整備新幹線の建設主体である日本鉄道建設公団に対する、N T T 株式の

売却収入を活用した無利子貸付け制度の創設等。

○　 水資源開発公団痕の改正 （元 6．28 施行）

水資源開発公団がN T T 株式の売却収入を活用 した無利子融資を利用し
てダム等の水資源開発施設の整備等を行う事業の追加。

○　 特定通信 ・放送開‘発事業実施円滑化法の制定 （2．9．13施行）
（Ⅱ． 1 ．（lKD 参照）

○　 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の
促進に関する特別措置法の改正 （3．4．26施行）
第三セクターに対する無利子貸付の対象となる事業に準 じるものについ

ても、N T T 株の売却収入を財源の一部とする低利の貸付制度の創設。

●
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事‘　　 項 計　 画　 の　 概　 要 進　　　　　　 捗　　　　　　 状　　　　　　　 況

2 ．安定し安心できる国民

②民間資金の穣極的導入

③土地利用に当たっ七は公共の福祉優先と

○　 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置
法の改正
対象施設に 「港湾文化交流施設」及び 「特定電気通信基盤施設と一体に

設置‾されるインテリジェント・ビル」等を追加。

○　 総合土地対策要綱の策定 （63．6．立8 閣議決定）

いう国民の合意の形成に努める

①労働力需給の不適合を解消するための総

くL l参照）

○　 総合土地政策推進要綱の策定 （3．1．．立5閣議決定）
くI． 1参照）

○土地基本法の制定 （元 12．22施行）
（I． 1参照）

○　 第 6次雇用対策基本計画の策定 （63．6．17 閣議決定）
生活の形成 合的な雇用対策の推進 「構造調整期において雇用の安定を確保 し、これを基盤としたゆとりあ
（1）雇用の安定

ノ
′

る職業生活の実現を目指すこと」を課題とし、昭和63年度から平成 4 年度
の雇用対策の方向を決定。

○　 特定不況業種雇用安定法の改正 （63．7．1施行）
法の廃止期限を平成 7 年 6 月30日まで延長すると．ともに、対象転閲を拡

大するなど施策が充実。

○　 総合的雇用情報システムの全国稼働 （63．6．1）
全国約600 箇所の公共職業安定所及びパー トバ ンクをオンラインで結

ぴ、求人、・求職データをはじめとする各種雇用情報を提供するコンビュー
タシステムを稼働させ、同システムを活用したサービスの提供を開始。

○　 大規模雇用開発モデルプロジェク ト推進事業の実施 （元年度～）
大規模で魅力ある雇用機会を開発 していくための 「大規模雇用開発モデ

ルプロジムクト推進事業」を元年度から実施。これまでに5 つのプロジェ
クト計画 （北海道 2 ．福岡．大分．熊本）を認定。

蝕醜鮎．説L血蕊；，二甑
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事　　　　 項 計　 画　 の　　 概　 要 進　　　　　　　 捗　　　　　　 状　　　　　　　 況
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○　 地域雇用開発プロジェクト事業の実施 （3 年度～）
2年度に創設された過疎地域等雇用開発プ＿ロジェクト事業の対象区域を

拡大して、地域において寅に望ましい覆用開発を推進 し、若年者等の地方
定住促進を図るため、地域雇用開発プラン策定援助事業 （2年度創設）・を
活用して、資金面、人材育成面の援助及び勤労者の福利厚生面の援助を総
合的に実施する地域雇用開発プロジェクト事業を実施。

○　 地域雇用環境整備基金造成の支援措置の創設 （3 年度一丁）
U ターン就職促進のための人材確保事業、福利厚生施設設置助成金の支

給事業、社宅 ・福利厚生施設の整備に必要な資金の借入れに対する債務保
証事業等を行うために地域が地域雇用・環境整備基金を造成する場合、地方
自治体の出指に対 して財政面、税制面からの支援を行う制度を実施。

○　 雇用構造改善モデルプ白ジェクト推進事業の実施 （3 年度十）
地域においてモデルとなるような、良質で魅力ある雇用機会を開発する

事業主に対し助成金を支給する雇用構造改善モデルプロジェクト椎邁事業
を実施。

0　 地域尾用環境整備 ・雇用開発融資の創設 （3 年度～）
魅力ある雇用機会を提供する事業主や民間研修訓練施設を整備する事業

主に対 し、日本開発銀行等により低利融資を行う制度を実施。

○　 雇用促越融資の実施 （3 年度～）

地域雇用開発等促進法に規定する雇用環境整備地域において住宅及び福
利厚生施設を整備する事業主に対し、雇用促遵事業団より低利融資を行う
雇用促進融資を実施。

○　 地域雇用開発等促進法の改正 （3．8．1 施行）
勤労者にとって魅力ある地域づくりを支援するこ‘とによって、地域の発

展を担うべき人材の確保 ・育成 ・定住を促進するための施策を総合的に実
施。

● ●
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事　　　 苧 計　 画「　 の　 概‘ 要 遡 ‘　　　　 捗　　　　　　 状　　　　　　 況

（診多様性、創造性に富んだ職業生活の充実

○　 中小企業における労励力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する

法律の制定 （3．．8．1 施行）
中小企業における労働力の確保のため、労働時間の短縮、職場環境の改

善、福利厚生の充実等を図る中小企業団体及びその構成中小企業者に対
し、財政上、金融上、税制上の総合的な支援策を実施。

○　 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正 （2．10．1施行）
65歳までの高年齢者の雇用機会の増大の目標等を定める 「高年齢者等職

‘業安定対策基本方針」の策定、 6 0 歳以上 6 5 歳未満の定年到達者の再雇
・用努力義務の設定等を決定。

○　 高年齢者等職業安定対策基本方針の策定 （2．12．12 労働省告示）
高年齢者雇用についての目標及び基本的考え方を労使はじめ国民に示す

と’ともに、事業主が行うべき職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改
善その他の措条件の整備に関して指針を示すこと等により、高年齢者の雇
用機会め確保を促進。

．　　　　　　　　　l
○ ′・第 5次職業能力開発基本計画の策定 （3．6．20労働省畠示）

と勤労者福祉の向上 すべての労働者が生涯にわたり、幅広い職業能力開発の機会を得られる
ようにすること等を目指して、今後 5 カ年にわたる職業能力開発行政の指
針を明示。

○　 雇用保険法等の改正 （元．10．1 施行）
一定の要件を満たすパートタイム労働者に対 して雇用保険の適用を拡大

し、新たに適用対象となるパー トタイム労働者に対する給付の特例の設置
を実施。

○　 パー トタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき寧項に関
する指針の制定 （元．6．23 労働省告示）
労働条件の明確化、労働基準の適正化、雇用管理の適正化、パー トタイ

ム雇用労務管理者の選任等の事項を定め、パートタイム労働者の処遇及び
労働条件等の改善。

l l

一し．、‘．T　丸山、癒ム血L山上
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（2）高齢化に対応した社会

l

I

．①年金制皮の長期的安定の確保等

○　 労働者派遣事業の適用対象業務の追加 （2．10．1）及び有料職業紹介事業
の対象となる職業の追加 （3．2．1 ）
労働者派遣事業の適用対象業務に、車両の停車場又は船舶の発着場に設

けられた旅客の乗降又は待合の用に供する建築物内において行う旅行者に
対する送迎サービスの提供の業務の追加等及び有料職業紹介事業の対象と
なる職業に観光バスガイ ドの追加。

○　 育児休業等に関する法律の制定 （3．5．15公布．4．4．1 施行予定）
1歳に満たない子を養育するため、男女労働者が育児休業を取得するこ

とを認めるとともに、育児休業をしないで 1歳に満たない子を養育する労
働者について、勤務時間の短縮等の捨置を事業主に義務付け。

○　 労働安全衛生法の改正 （63．10．1 施行）
労働者の健康の保持増進」中小事業場の安全衛生管理体制甲整備。

ノ0 ・勤労者財産形成促進法の改正 （63．10．1 施行）
財形年金貯蓄契約の払出し制限に関する要件の緩和並びに財形給付金制

度及び財形基金制度の転職時等における継続措置の創設。

○　 勤労者財産形成促進法の改正 （3．10．1施行．一部については3．4．19施
行）
共同社宅用住宅融資制度め創設及び財形進学融資制度の財形教育融資制

度への拡充等。

○　 被用者年金の制度間調整の実施
保障の構築と自助努力 ・公的年金制度の一元化 公的年金制度の一元化が行われるまでの当面の措置として、被用者年金
由促進 ・被用者年金の支給開始年齢の引上げ 制度間の費用負担の調整を図る 「被用者年金制度間の費用負担の調整に関

・企業年金や個人年金等自助努力の促進 する特別措置法J を制定。 （2．4．1 施行）

○　 第6 次雇用対策基本計画の鹿足 （63．6．17 閣議決定）

被用者年金の支給開始年齢の引上げ問題は、長期的に避けて通れないも
のであり、また高年齢者の生活設計に深い関係があることから、今後高年
齢者雇用促進のための条件整備等を図りつつ、総合的に検討。

●
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事 ’　　 溺 計　 画・，の　　 概　 要 進　　　　　　　 捗　　　　　　 状　　　　　　　 況

②高齢化に対応した安定的かつ効率的な保

○　 長寿社会に．おける年金と雇用に関する閣僚懇談会の開催
長寿社会における年金と雇用の連携の確保及びそれぞれの施策の総合的

な推進を図るため、厚生大臣、労働大臣、総務庁長官、経済企画庁長官及
び内閣官房長官をメンバーとする 「長寿社会における年金と雇用に関する
閣僚懇談会」を開催。 （第 1回は元．3．28 ）

○　 支給開始年齢の次期財政再計算での見直し
老齢厚生年金の支給l矧姶年齢について、 「国民年金法等の一郎を改正す

る法律」において、厚生年金保険事業の財政の将来の見通 し、高年齢者に
．対する就業の機会の確保等の措置の状況等を総合的に勘霜 して、次期財政
再計算の際に見直すことを法定。

○‘厚生年金基金の育成 ・普及
厚生年金基金の育成 ・普及を図るため、 「厚生年金保険法の一部を改正

する法律」に基づき、①昭和63年 9 月 1 日から年金給付の努力目標水準の
設定、小規模基金の事務の共同処理事業及び年金数理の適正化を、②平成
元年 4 月 1 日から年金給付の嘩算制度の改善及び支払保証制度の創設を実
施。

平成元年 4 月 1 日及び平成 3 年 7 月 1 日に、人数要件の緩和、地域型総
合基金め創設等を内容とする設立認可基準の緩和。

○　 国民年金基金制度の創設
「国民年金法等の一部を改正する法律 （平成元年法律第86号）」・によ

り、地域型国民年金基金の創設と職能型国民年金基金の設立要件の緩和。

○　 個人年金保険料に対する所得控除限度額の引上げ
個人年金保険料に対する所得控除限度額を、所得税については 5 万円

に、住民税については3万 5千円に引上げ。 （平成 2年度税制改正）

○　 第 2次国民健康づくり対策 （アクティブ80ヘルスプラン）の実施
健医療制度の確立 昭和63年度から、運動習慣の定着を中心に、国民の生活様式そのものを
・生涯を通じた健康づくりの推進 健康的なものにすることを 目標として、（訪運動面からの健康づくり施策の
・地域医療システムの整備 充実、‘②民間活力の導入に・よる健康づ くりの推進、③栄養、運動、休養の
・老人医療の自己負担の見直し

・医療保険制度につト、ての負担の公平化

すべての面での健康的な生活習慣の確立を内容とする施策草実施。
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事　　　　 項 計　 画　 の　 概　 要 進　　　　　　 捗　　　　　　 状　　　　　　 況

③保健 ・医療 ・福祉等を総合化した地域に

○　 医療法の改正
医療を取 り巻 く環境変化に対応し、良質かっ適切な医療を効率的に提供

・する体制を碓保するため、①医療施設機能の体系化、②医療に関する適切
な情報提供等を内容とする 「医療法の一部を改正する法律案」を国会に嘘
出。 （2．5．字5）現在継続審議中。

○　 老人保健法の改正 （3．9．27成立）
今後の高齢社会の薗要課題である介護体制づ くりについて、保健、医

膜、福祉にわたる総合的な対策を進めるため、①老人訪問看護制度の創
没、③介護的要素に着目した公費負担の拡大、③一部負担の見直し等を内
容とする措置の導入。

○　 老人保健制度ゐ基盤安定化のための措置

平成2 年度から老人保健拠出金の加入者按分率が100 ％に移行 したこと
に伴い、当面の措置として、被用者保険の拠出金負担増の緩和を図るとと
もに、特別保健福祉事業等の老人保健制度の基盤の安定化のための事業を
実施。

○　 国民健康保険制度の見直し
（1） 国民側康保険法の改正 （63．6．1施行）

医療費の地域差間謁について、高医原費市町村において国保運営の安定
化計画を策定 し、著 しく高い医療給付費の一定部分につき、図、都道府
県、市町村が共同負担する仕組みを導入。また、低所得者の保険料軽減郎
分につき公賢で捕てんする保険基盤安定制度を創設。
・（2）国民健康保険法の改正 （2．6．15施行）

国民健康保険制度の運営の安定化を図るため、保険基盤安定制度を碓
立、恒久化するとともに、国庫助成を拡充 し財政調整交付金に重点配分。

ヽ○　 社会保障ビジョンの策定 （63．10．25　厚生省、労働省）
おける福祉システムの形成 21世紀の本格的高齢化社会の到来を控え、今後の社会保障施策の全体の

方向性を示すものとして、社会保障ビジョン　r長寿 ・福祉社会を実現する
ための施策の基本的考え方と目標について」を国会に提出。

●
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○　 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進
に関する法律ゐ制定 （元．6・．30 施行）
民間事業者が公的施策との適切な連携の下に疾病予防運動センター、高

齢者総合福祉センター等の施設を一体的に整備する場合に、税制上の優遇
措置や無利子融資などを行う．ことによってこれを支援。

○　 高齢者保健福祉推進十か年戦略の策定 （元．12．21）
高齢者の保健福祉の分野における在宅福祉、施設福祉等の事業について

今世紀中に実現を図るため十か年 （平成 2年度～11年度）の目標を掲げ、
これらの事業を協力して推進。

○　 老人福祉法等福祉関係 8法の・改正 （一部を除き3．1．1 施行）
地域における福祉の一層の推進を図るため、高齢者等の施設入所措置権

限等の町村委譲や在宅福祉サービスの法的位置付けの明確化、市町村の老
人保健福祉計画の策定等を内容とする福祉関係 8 法の改正。

0 ．保健医療 ・福祉マンパワー対策の推進
m r保健医療 ・福祉マンパワー対策本部」中間報告 ．（3．3．14）
保健医療及び福祉の分野のマンパワーに関わる問題について適切な対応
を図 り総合的な見地からの検討を行うため、対策本部を厚生省内に設
置。．（2．8．17）緊急に的ずべき対策を中心に中間報告の取りまとめ。

（2）関係施策の推進
中間報告中の 「当面の具体的施策」に基づき、看護職昌、ホームヘルパ
一、福祉施設職員の処遇の改善、就業の促進、養成力の拡充強化等の関
係施策を推進。

○　 介護対策検討会報告書の作成 （元．12．14）
介護の支援方策等について検討 していた 「介護対策検討会」が、中長軌

的視点から介故の在り方に関する基本的な考え方と今後の施策の方向性を
示す 「介護対策検討会報告書」のとりまとめ。

○　 民間社会福祉活動の撼運
若いうちから社会福祉の現場に触れ、福祉に対する理解を深めるための

学童 ・児童のボランティア活動普及事業、ふれあいまちづくり事業 （地域
福祉総合推進事業）等、民間杜会福祉活動の推進のための施策の実施。
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／

3 ．教育 ・文化環境の整 ①生涯学習体系への移行等を主軸とする教

○　 健やかに子供を生み育てる環境づ くりに関する関係省庁連絡全損報告
（3．1．23．）′
内閣は r健やかに子供を生み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡会

講」を設置し （2．8．9 ）、・仕事と家庭生活の調和の碓保、子育てに伴う負
担の軽減、子供を生み育てる環境の整備等を内容 とする報告を取 りまと
め。

○ ‘児童手当法の改正 （一部を除き4．1．1 施行）．
育児支援の観点から支給対象の第 1子拡大、支給額の倍増、支給期問の

3 歳未満への重点化等を内容とする児童手当法の改正。

○　 育児休業等に関する法律の制定 （4．1．1 施行）
一歳未満の子を養育するための育児休業又は勤務時間の短縮等を保障し

た法律の成立。

○　 文部省機構改革 （63．7．1）
臓、科学技術の振興等
Ⅲ教育 ・文化環境の整
備

育改革の積極的な推進 生溢学習体系への移行を穣極的に推適するため、従来の社会教育局を改
組 ・拡充 し、生涯学習局を新設。

○　 中央教育審議会答申 「生涯学習の基盤整備について」 （2．1．30）
生涯学習の基盤整備のための施策として、都道府県の 「生涯学習推進セ

ンター」 （仮称）や大学 ・短期大学等の生涯学習センター、団 ・都道府県
・市町村における生産学習の推進体制、生涯学習活動重点地域、民間教育
事業の支援の在り方等を提言。

○　 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の・整備に関する法律の制定
（2．6 ）
生涯学習の基盤整備を図°ることを目的として、生涯学習の振興に資する

ための都道府県の事業の推進体制の整備、地域生涯学習振興基本構想、生
涯学習審議会等を内容とする　r生涯学習の振興のための施策の稚連体制等
の整備に関する法律」を制定。

○　 生涯学習審議会の設置 （2．8 ）　　　　　 一
学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施

策に関する重要事項等を調査審議する生涯学習審議会を、文部省に設置。




